
 

○ 専 門 学 校 留 学 生 担 当 者 研 修 会 	 

	 1 2 月 1 2 日 、 一 般 財 団 法 人 職 業 教 育 ・ キ ャ リ ア 教 育 財 団 ・ 全 国 学 校 法 人 立 専 門 学
校 協 会 の 共 催 に よ り 、 専 門 学 校 留 学 生 担 当 者 研 修 会 が 東 京 都 ・ ア ル カ デ ィ ア 市 ヶ 谷

に お い て 開 催 さ れ た 。 出 席 者 は 1 0 0 名 。  
	 最 初 の 講 演 は 、 法 務 省 入 国 管 理 局 入 国 在 留 課 曽 我 哲 也 補 佐 官 に よ る 「 出 入 国 管 理

の 現 状 及 び 新 し い 在 留 管 理 制 度 に つ い て 」。曽 我 補 佐 官 か ら は 、入 管 法 改 正 の 概 要 と

し て 新 た な 在 留 管 理 制 度 に 関 し 、 ① 制 度 改 正 の 概 要 、 ② 制 度 改 正 の ポ イ ン ト 、 ③ 新

し い 在 留 管 理 制 度 に お け る 手 続 き の 流 れ 、④ 情 報 の 正 確 性 を 担 保 す る た め の 諸 制 度 、

な ど に つ い て 講 演 が 行 わ れ た 。  
	 続 い て 、 東 京 入 国 管 理 局 留 学 審 査 部 門 の 山 田 政 示 統 括 審 査 官 が 「 留 学 生 に 係 る 出

入 国 ・ 在 留 関 係 等 申 請 の 実 務 に つ い て 」 を テ ー マ に 、 ① 出 入 国 審 査 、 ② 在 留 審 査 、

③ 在 留 資 格 取 り 消 し 制 度 、 に つ い て 講 演 。 次 に 、 東 京 入 国 管 理 局 就 労 審 査 部 門 の 横

溝 幸 宏 統 括 審 査 官 が「 留 学 生 の 日 本 企 業 へ の 就 職 に 係 る 実 務 に つ い て 」を テ ー マ に 、

① 留 学 生 の 日 本 企 業 へ の 就 職 状 況 、 ② 就 労 資 格 へ の 変 更 許 可 申 請 手 続 、 ③ 継 続 就 職

活 動 中 に 就 職 先 が 内 定 し た 留 学 生 の 取 扱 い 、 な ど に つ い て 講 演 を 行 っ た 。  
	 ま た 、 警 察 庁 生 活 安 全 局 情 報 技 術 犯 罪 対 策 課 の 青 木 篤 郎 課 長 補 佐 が 「 各 種 犯 罪 に

留 学 生 を 関 与 さ せ な い た め の 周 知・指 導 の ご 協 力 に つ い て 」。最 後 に 、文 部 科 学 省 生

涯 学 習 政 策 局 専 修 学 校 教 育 振 興 室 の 佐 藤 将 由 専 門 官 か ら 「 留 学 生 の 成 績 証 明 書 等 の

偽 造 防 止 に 係 る 注 意 事 項 等 に つ い て 」 の テ ー マ で 、 専 門 学 校 留 学 生 に 対 し 注 意 を 喚

起 す る 情 報 提 供 が な さ れ た 。  


